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異議申立てに対する決定について（答申） 
 
 平成２５年７月４日付け○○第○○号による下記の諮問について、別添のとお

り答申します。 
記 

 平成２５年６月１０日付けで異議申立人から提起された、平成２５年６月３日

付け○○第○○号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定

について 
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諮問第１３８号 

答  申 

 

１ 審議会の結論 

  千葉県病院局長（以下「実施機関」という。）が平成２５年６月３日付け○○第

○○号で行った自己情報部分開示決定（以下「本件決定」という。）について、千

葉県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、次のとおり判断する。 

  実施機関が本件決定において不開示とした情報は、全て開示すべきである。 

 

２ 異議申立ての経緯 

（１）異議申立人は、平成２５年５月２０日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情

報保護条例（平成５年千葉県条例第１号。以下「条例」という。）第１６条第１

項の規定により、「平成△年△月△日開催特定県立病院医療情報システム管理委

員会議事録」の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

（２）本件請求に対し実施機関は、対象文書を平成△年△月△日開催の千葉県特定県

立病院医療情報システム管理委員会（以下「本件委員会」という。）の議事録（以

下「本件文書」という。）と特定した上で本件決定を行った。 

   これに対し異議申立人は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６

条の規定により、実施機関に対し、平成２５年６月１０日付けで本件異議申立て

を行った。 

（３）本件異議申立てを受けて、実施機関は、条例第４６条第１項の規定により、平

成２５年７月４日付け○○第○○号で審議会に諮問した。 

 

３ 異議申立人の主張要旨 

（１）異議申立ての趣旨 

   「本件決定を取り消す。」との決定を求める。 

（２）異議申立ての理由 

  ア 異議申立書 

  （ア）条例における不開示理由に該当しない。 

  （イ）「保有していない。」は、規定により虚偽である。 

  （ウ）処分（不利益）は重大であり、率直な意思表示は尊重されるべきであるが

「透明性」及び「公平性」、「公正性」が最も重要であり、求められる。 

  （エ）求める情報（録音テープ起こし書面）に関する回答が、全くない。 

  イ 異議申立理由書３ 

    平成２５年６月１８日付けで異議申立人が実施機関に対し任意に提出した

「異議申立理由書３」において、概ね次のとおり主張している。 

  （ア）まず、次の主張をする。 

     そもそも、異議申立人に対する「平成○年○月○日付警告書」の不当性も

しくは違法性を明らかにする「医療情報システム委員会議事録」を「隠ぺい」

しようとする意思が明らかな「非開示決定処分」である。 

     そして、「非開示決定処分」は、条例第２１条第３項によれば、「実施機関

は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由
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を前各項に規定する書面に記載しなければならない。」と記載されており、最

高裁判例に鑑みて、「具体的な処分事由の明示」の要件を満たさない本件決定

は、取り消されるべきである（警視庁情報非開示決定処分取り消し請求事件、

最判Ｈ４．１２．１０）。 

  （イ）そして、予備的に次の主張を追加する。 

    ａ 本件委員会の出席者等に関する情報 

    （ａ）条例第１７条第５号に該当しない。 

       「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報であって、

開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがあるため」は、虚偽である。 

       「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報である。」

は真実である。しかし、「本件委員会の出席者等に関する情報を開示する」

ことにより、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が不当に損な

われるおそれがあるため」は虚偽である。 

       そもそも、特定県立病院（以下「特定病院」という。）の医療情報シ

ステム管理委員会（以下「委員会」という。）のメンバーは公開されてい

る。委員会のメンバーのうち誰が出席したか、欠席したかの事実を「開

示する、開示しない」にかかわらず、「率直な意見交換」や「意思決定の

中立性」は不当に損なわれたであろう。むしろ、現実は、「開示しないこ

と」により、審議過程は外部の批判にさらされる心配がない。そこで、

特定病院○○○○院長（以下「院長」という。）は、委員会を恣意的に操

り、審議する前から決定していた院長の結論を、「『率直な意見交換』や

『意思決定の中立性』は組織批判そして組織秩序違反行為につながる行

為である」と恫喝し、「率直な意見交換」や「意思決定の中立性」を損な

い、そのうえで、委員会の結論として承認させた。したがって、「『開示

する』ことにより、『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が正当に

保全される。」のである。 

       公開されても、何ら恥じるところがないよう審議すべきであった。 

    （ｂ）条例第１７条第６号ハに該当しない。 

       「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び

将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執

行に支障を及ぼすおそれがあるため」は、意味不明である。 

       「評価等に関する情報である。」は、真実である。しかし、「当該事務

の目的」は、院長の、異議申立人のいわゆる「冤罪」をでっち上げるこ

とにより、「偽りの正当性」を付与することである。そのような「当該事

務の目的」及び「将来の同種の事務の目的」は社会的通念上正義を欠い

ており、達成されるべきではない。当該事務は公正性がなく、不正で不

当であり、そのような当該事務が「円滑」に執行されるようなことがあっ

てはならない。そもそも、委員会のメンバーは公表されている。そして、

審議内容は被処分者に開示されても何ら恥じるところがないよう審議さ

れているはずである。 

    ｂ 本件委員会の審議内容に関する情報 
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    （ａ）条例第１７条第５号に該当しない。 

       「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報であって、

開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがあるため」は虚偽である。 

       「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報である。」

は真実である。しかし、「開示する」ことにより、「『率直な意見交換』

や『意思決定の中立性』が不当に損なわれるおそれがあるため」は虚偽

である。それどころか、現実は「開示しない」ことにより、「率直な意

見交換」や「意思決定の中立性」が不当に損なわれた。現実は、「開示

しないこと」により、審議過程は外部の批判にさらされる心配がない。

そこで、院長は、委員会を恣意的に操り、審議する前から決定していた

院長の結論を、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』は組織批判

そして組織秩序違反行為につながる行為である」と恫喝し、「率直な意

見交換」や「意思決定の中立性」を損ない、そのうえで、委員会の結論

として承認させた。したがって、「『開示する』ことにより、『率直な意

見交換』や『意思決定の中立性』が正当に保全される」のである。 

       公開されても何ら恥じるところがないよう審議すべきであった。 

    （ｂ）条例第１７条第６号ハに該当しない。 

       「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び

将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執

行に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。 

       「評価等に関する情報である。」は真実である。しかし、「当該事務の

目的」は、院長の、異議申立人のいわゆる「冤罪」をでっち上げること

により、「偽りの正当性」を付与することである。そのような「当該事

務の目的」及び「将来の同種の事務の目的」は、社会的通念上正義を欠

いており、達成されるべきではない。当該事務は公正性がなく、不正で

不当であり、そのような当該事務が「円滑」に執行されるようなことが

あってはならない。そもそも、委員会のメンバーは公表されている。そ

して、審議内容は被処分者に開示されても何ら恥じるところがないよう

審議されているはずである。 

    （ｃ）条例第１７条第６号ホに該当しない。 

       「人事管理に関する情報であって、開示することにより、公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。 

       「人事管理に関する情報である。」は真実である。しかし、開示しな

いために、院長の不当でかつ悪意を持って実施された人事管理に対して、

「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』は組織批判そして組織秩

序違反行為につながる行為である」と恫喝し封殺した。「被処分者に開

示する」ことにより、はじめて院長の恣意性を減殺し、何ら恥じるとこ

ろがないよう審議すべきとの認識が、院長以外のメンバーに生まれ、公

正かつ円滑な人事が期待・確保できるのである。 

  ウ 意見書 

    実施機関の理由説明書（下記４）を受けて、異議申立人が審議会に対し、平
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成２６年１月２４日付けで提出した意見書において、概ね次のとおり主張して

いる。 

  （ア）「本件文書について」（下記４（２）） 

    ａ 「患者の診療記録の取り扱い」について 

      「患者の診療記録の取り扱い」の検討・評価の名のもとに行われた「個

人情報保護法違反」及び「条例違反」の不法行為が、その実態である。し

かも、「刑法第１３４条違反」に該当する可能性がある。 

    ｂ 本件文書の内容について 

      千葉県病院局の主張とはかけ離れ、異議申立人を「法令違反」が無いに

もかかわらず、「法令違反」と断定して、冤罪に陥れ、不当に弾劾するため

の道具として、院長に悪用された。 

  （イ）「部分開示の理由について」（下記４（３）） 

    ａ 本件委員会の出席者等に関する情報 

    （ａ）条例第１７条第５号 

       「当該文書を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」は、捻じ曲げた作話と

もいえる虚偽である。「率直な意見交換や意思決定の中立性」は、現在、

院長により、すでに毀損されており、存在しない。院長の恣意的なコン

トロールの呪縛から解放して、将来予定されている同種の審議・検討に

係る意思決定に不当な院長の影響を与えるおそれを排除する目的のため

に、開示すべきである。院長は、刑法上の訴追を受けるおそれがあるこ

とから不開示としたにすぎない。 

    （ｂ）条例第１７条第６号ハ 

       「当該事務」とは、「異議申立人を、合理的理由なく、特定病院から

排除する。」ことであり、不法行為である。「将来の同種の事務」とは、

「院長が排除したいと思う職員を、合理的理由なく、特定病院から排除

する。」ことであり、不法行為である。不法行為の目的の達成は、社会通

念上許されない。現在すでに、特定病院では、事務の「公正」及び「円

滑」な執行は支障をきたしている。本件文書を「開示」することのみに

より、「公平性」、「公正性」及び「透明性」が確保され、事務の「公正」

及び「円滑」な執行は回復される。 

    ｂ 本件委員会の審議内容に関する情報 

    （ａ）条例第１７条第５号 

       「当該文書を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」は、捻じ曲げた作話と

もいえる虚偽である。「率直な意見交換や意思決定の中立性」は、現在、

院長により、すでに毀損されており、存在しない。院長の恣意的なコン

トロールの呪縛から解放して、将来予定されている同種の審議・検討に

係る意思決定に不当な院長の影響を与えるおそれを排除する目的のため

に、開示すべきである。院長は、刑法上の訴追を受けるおそれがあるこ

とから不開示としたにすぎない。 

    （ｂ）条例第１７条第６号ハ 
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       「当該事務」とは、「異議申立人を、合理的理由なく、特定病院から

排除する。」ことであり、不法行為である。「将来の同種の事務」とは、

「院長が排除したいと思う職員を、合理的理由なく、特定病院から排除

する。」ことであり、不法行為である。不法行為の目的の達成は、社会通

念上許されない。現在すでに、特定病院では、事務の「公正」及び「円

滑」な執行は支障をきたしている。本件文書を「開示」することのみに

より、「公平性」、「公正性」及び「透明性」が確保され、事務の「公正」

及び「円滑」な執行は回復される。 

    （ｃ）条例第１７条第６号ホ 

       現在、特定病院では、院長の不法行為により公正かつ円滑な人事管理

が毀損されている。本件文書を開示して、初めて、公正かつ円滑な人事

の確保ができる。公正かつ円滑な人事の確保に支障をきたすことがない

ために、本件文書を開示すべきである。 

  （ウ）「異議申立てに対する実施機関の考えについて」（下記４（５）） 

    ａ 下記４（５）アについて 

      虚偽である。条例第２０条に該当しない。しかも、本件文書は、異議申

立人に対する懲戒処分の正当性を、事実に反して、根拠づけるものである。

憲法第３１条に基づき、懲戒処分の具体的処分事由を知る権利が存在する。 

    ｂ 下記４（５）イについて 

      具体的な処分事由は明らかにされていない。 

    ｃ 条例第１７条第５号（下記４（５）ウ（ア））について 

      憲法第３１条に基づき、懲戒処分の具体的処分事由を知る権利が存在す

る。「県の機関の内部における検討」において不法行為が行われている。「証

拠隠滅」に該当する。 

 

４ 実施機関の説明要旨 

  平成２５年１２月３日付けで実施機関が審議会に対し提出した理由説明書にお

いて、概ね次のとおり主張している。 

（１）対象行政文書の特定について 

   特定病院は、本件請求に係る本件委員会の議事録についての行政文書（本件文

書）を保有している。 

（２）本件文書について 

  ア 本件文書は、異議申立人を含めた職員の患者の診療記録の取扱いに関する検

討・評価を行った、平成△年△月△日に開催された本件委員会の議事録である。 

  イ 委員会は、カルテ等の電子化に対して、平成１１年４月２２日付けの厚生省

健康政策局長等からの通知により、医師法・医療法等の法令上の保存義務が課

されている診療記録等を電子媒体で保存する場合の保存の可否及び基準が示

されたことを受けて、院内の診療記録等の電子保存データを適正に管理する目

的で、設置されたものである。 

（３）部分開示の理由について 

  ア 本件委員会の出席者等に関する情報 

  （ア）条例第１７条第５号 
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     本件文書は、異議申立人を含めた職員の患者の診療記録の取扱いに関する

検討・評価を行うための委員会での審議に関する議事録である。本件文書中

の出席者等に関する情報を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換

や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること、また、将来予定

されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれが

あることから不開示とした。 

  （イ）条例第１７条第６号ハ 

     本件文書は、異議申立人を含めた職員の患者の診療記録の取扱いに係る評

価等に関する情報である。本件文書中の出席者等に関する情報を開示した場

合、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正

又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあることから不開示とした。 

  イ 本件委員会の審議の内容に関する情報 

  （ア）条例第１７条第５号 

     本件文書は、異議申立人を含めた職員の患者の診療記録の取扱いに関する

検討・評価を行うための委員会での審議に関する議事録である。当該文書を

開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれがあること、また、将来予定されている同種の審議・検

討に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあることから不開示とし

た。 

  （イ）条例第１７条第６号ハ 

     本件文書は、異議申立人を含めた職員の患者の診療記録の取扱いに関し評

価を行った委員会での審議の議事録である。当該文書を開示した場合、当該

事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑

な執行に支障を及ぼすおそれがあることから不開示とした。 

  （ウ）条例第１７条第６号ホ 

     本件文書は、異議申立人に対する診療記録の取扱いに関し評価等を行って

いるが、内容は人事管理に関する情報でもあり、当該文書を開示した場合、

公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから不開示と

した。 

（４）異議申立ての理由について 

   異議申立人が主張する理由は、以下に要約されると考える。 

  ア 条例における不開示理由に該当しない。 

  イ 処分（不利益）は重大であり、率直な意思表示は尊重されるべきであるが「透

明性」及び「公平性」「公正性」が最も重要であり求められる。 

  ウ 「具体的な処分事由の明示」の要件を満たさない本件決定は、取り消される

べきである。 

  エ 本件委員会の出席者等に関する情報 

  （ア）条例第１７条第５号に該当しない。 

     「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報である。」は

真実である。しかし、「本件委員会の出席者等に関する情報を開示する」こ

とにより、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が不当に損なわれる

おそれがあるため」は虚偽である。 
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  （イ）条例第１７条第６号ハに該当しない。 

     「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び将来

の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障

を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。 

  オ 本件委員会の審議内容に関する情報 

  （ア）条例第１７条第５号に該当しない。 

     「開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがあるため」は虚偽である。「開示する」ことにより、「率直な

意見交換や意思決定の中立性が正当に保全される」のである。 

  （イ）条例第１７条第６号ハに該当しない。 

     「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び将来

の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障

を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。 

  （ウ）条例第１７条第６号ホに該当しない。 

     「人事管理に関する情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な

人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。開示する

ことにより、はじめて、院長の恣意的人事管理を抑制することが可能となり、

公正かつ円滑な人事が確保できるのである。 

（５）異議申立てに対する実施機関の考えについて 

  ア 上記（４）ア及びイについて 

    本件委員会の出席者等に関する情報については、条例第１７条第５号、第６

号ハにより不開示とした。 

    本件委員会の審議内容に関する情報については、条例第１７条第５号、第６

号ハ、ホにより不開示とした。 

  イ 上記（４）ウについて 

    本件決定において、処分事由を明示している。 

  ウ 本件委員会の出席者等に関する情報（上記（４）エ） 

  （ア）条例第１７条第５号 

     本件文書中の出席者等に関する情報を開示した場合、今後の委員会での率

直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること、ま

た、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な影響を与

えるおそれがあることから不開示としたものである。 

  （イ）条例第１７条第６号ハ 

     本件文書中の出席者等に関する情報を開示した場合、当該事務及び将来の

同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を

及ぼすおそれがあることから不開示としたものである。 

  エ 本件委員会の審議内容に関する情報（上記（４）オ） 

  （ア）条例第１７条第５号 

     本件文書を開示することにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受ける

可能性があると考える。異議申立書等（上記３（２）イ（イ）ｂ（ａ）及び

３（２）ウ（イ）ｂ（ａ））には「率直な意見交換や意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれはない」とする具体的な理由が示されていない。 
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  （イ）条例第１７条第６号ハ 

     本件文書は、異議申立人を含めた患者の診療記録の取扱いに関し評価を

行った委員会での審議の議事録であるが、開示することにより、当該事務及

び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行

に支障を及ぼすおそれがあることから不開示としたものである。 

  （ウ）条例第１７条第６号ホ 

     本件文書は、異議申立人に対する診療記録の取扱いに関し評価等を行って

いるが、内容は人事管理に関する情報でもある。人事管理に関する情報は、

組織の維持、また組織の独自性を確保する観点から、一定の範囲で不開示に

する必要があると考える。 

 

５ 審議会の判断 

（１）不開示情報について 

   本件決定において実施機関が不開示とした情報について、以下、検討する。 

   審議会で本件文書を見分したところ、本件文書は、１枚目及び２枚目（以下「議

事録鑑文」という。）、３枚目及び４枚目（以下「議事録本文」という。）、５～８

枚目（以下「委任状」という。）並びに９枚目（以下「警告書案」という。）から

なり、本件決定における不開示部分（別表の①～⑪）は、次のとおり分類するこ

とができる。 

  ア 本件委員会に関わる県職員の所属、職、氏名、印影等に係る情報 

    別表の①～⑤及び⑧～⑪ 

  イ 本件委員会において検討した事案の患者に係る情報 

    別表の⑥ 

  ウ 本件委員会における検討結果に係る情報 

    別表の⑦ 

（２）上記（１）アの情報について（別表の①～⑤及び⑧～⑪） 

  ア 条例第１７条第６号ハ該当性について 

  （ア）本号は、県の機関や他の地方公共団体等の事務又は事業に関する情報で 

あって、開示することにより、評価等に係る当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示とすることを定めたものである。 

     これについて、実施機関は、上記（１）アの情報を開示することにより、

委員会の委員が忌憚のない意見を発言しづらくなり、結果として、委員会の

機能に支障が生じるおそれがあると説明する。 

  （イ）審議会で見分したところ、これらの情報は、本件委員会に出席又は欠席し

た県職員の所属、職、氏名及び印影等に係る情報にすぎない。 

     そうだとすれば、これらの情報について、委員会の委員による忌憚のない

意見の交換が妨げられるという実施機関の説明には、合理性があるものとは

認められない。 

  イ また、上記（１）アの情報について、条例第１７条第５号に該当する事情が

あるとも認められない。 

  ウ したがって、上記（１）アの情報については、全て開示すべきである。 

（３）上記（１）イの情報について（別表の⑥） 
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  ア 条例第１７条第６号ハ該当性について 

  （ア）審議会で見分したところ、かかる情報は、異議申立人がカルテを不適正に

使用したとされる患者の氏名情報（以下「本件患者情報」という。）である。 

     これについて、実施機関は、上記（１）イの情報を開示することにより、

委員会の委員が忌憚のない意見を発言しづらくなり、結果として、委員会の

機能に支障が生じるおそれがあると説明する。 

  （イ）しかし、本件文書中、平成□年□月□日付けの警告書案では、異議申立人

を含む職員の「診療録への記載」について、特定病院の「診療業務に対する

県民の信頼を損なう行為であり、不適切と判断しました」と記載されており、

かつ、当該診療録に係る患者の氏名も具体的に記載されている。また、議事

録本文１ページ「２．議事」の５～７行目には、本件委員会において、異議

申立人らのカルテ不適正使用について、書面による警告書の発行が承認され

たことが記載されている。 

     これらの記載からは、警告書案の内容について異議申立人が知っているか、

又は本件委員会として異議申立人に対して知らせることが承認されたこと

が認められる。そうだとすれば、本件患者情報は、異議申立人が知っている

か、又は知ることができる情報であるから、開示したとしても、今後の委員

会において、委員の忌憚のない意見交換が妨げられるおそれがあるとはいえ

ない。 

     したがって、これらの情報について、委員会の委員による忌憚のない意見

の交換が妨げられるという実施機関の説明には、合理性があるものとは認め

られない。 

  （ウ）よって、上記（１）イの情報は、本号ハに該当しない。 

  イ また、上記（１）イの情報について、条例第１７条第５号又は第６号ホに該

当する事情があるとも認められない。 

  ウ したがって、上記（１）イの情報については、全て開示すべきである。 

（４）上記（１）ウの情報について（別表の⑦） 

  ア 条例第１７条第６号ハ該当性について 

  （ア）審議会で見分したところ、かかる情報は、本件委員会における検討結果に

係る情報であり、より具体的には、異議申立人に対してどのような対応をし

ていくのかという情報（以下「本件対応内容」という。）である。 

     これについて、実施機関は、本件委員会における検討結果を開示すること

により、委員会の委員が忌憚のない意見を発言しづらくなり、結果として、

委員会の機能に支障が生じるおそれがあると説明する。 

  （イ）しかし、上記（３）ア（イ）のとおり、警告書案の内容について異議申立

人が知っているか、又は本件委員会として異議申立人に対して知らせること

が承認されたことが認められる。そうだとすれば、本件対応内容は、異議申

立人が知っているか、又は知ることができる情報であるから、開示したとし

ても、今後の委員会において、委員の忌憚のない意見交換が妨げられるおそ

れがあるとはいえない。 

     したがって、これらの情報について、委員会の委員による忌憚のない意見

の交換が妨げられるという実施機関の説明には、合理性があるものとは認め
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られない。 

  （ウ）よって、上記（１）ウの情報は、本号ハに該当しない。 

  イ また、上記（１）ウの情報について、条例第１７条第５号又は第６号ホに該

当する事情があるとも認められない。 

  ウ したがって、上記（１）ウの情報については、全て開示すべきである。 

（５）結論 

   以上のことから、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

   なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に

影響を及ぼすものではない。 

   

６ 審議会の処理経過 

  審議会の処理経過は、下記のとおりである。 

 

審 議 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

平成２５年 ７月 ４日 諮問書の受理 

平成２５年１２月 ４日 実施機関の理由説明書受理 

平成２６年 １月３０日 異議申立人の意見書受理 

平成２７年１１月２４日 審議（第２５２回審議会） 

平成２７年１２月１５日 審議（第２５３回審議会） 

 
  



 

 11

別表 

№ 文書名 本件決定における不開示部分 審議会の結論 

① 
議事録 

鑑文 
１ページ 

「議事録作成者」欄のうち２行目 

開示すべきである。 

② 「出席者」欄のうち２～１６行目 

③ 

議事録 

本文 
１ページ 

議事進行者 

（４行目の７～１３文字目） 

④ 

欠席者 

（７行目の３２文字目以降及び 

８行目の１～１２文字目） 

⑤ 
注意勧告提議者 

（８行目の１９～２５文字目） 

⑥ 

患者名 

（１０行目の３１文字目及び  

１１行目の１～３文字目） 

⑦ 

異議申立人に対する対応 

（１３行目の１１文字目以降 

及び１４～１７行目） 

⑧ 

委任状 

１枚目 委任者名及び印影（８行目） 

⑨ ２枚目  〃      （ 〃 ） 

⑩ ３枚目  〃      （ 〃 ） 

⑪ ４枚目  〃      （ 〃 ） 

 


